
 

業務規程の一部改正新旧対照表 
 

新 旧 
（公開買付期間中における自己買付け）  

第５３条 施行令第１２条第２号及び同第１４条

の３の６第４号に規定する証券取引所の定める

規則において有価証券の流通の円滑化を図るた

め認められている買付けは、本所の市場におけ

る次の各号に掲げる買付けとする。 

（１）～（５）（略） 

（６） 信託により株価指数連動型投資信託受

益証券（以下この号及び次条第６号において

「受益証券」という。）を取得することを目

的として、当該受益証券の取得に必要な数量

の範囲内で行う買付け 

（７）（略） 

 

（安定操作期間内における自己買付け）  

第５４条 証券会社の行為規制等に関する内閣布

令（昭和４０年大蔵省令第６０号）第４条第６

号イに規定する証券取引所の定める規則におい

て有価証券の流通の円滑化を図るため必要なも

の又は個別の銘柄に対する投資判断に基づかな

いものと認められている買付けは、本所の市場

における次の各号に掲げる買付けとする。 

（１）～（５）（略） 

（６） 信託により受益証券を取得することを

目的として、当該受益証券の取得に必要な数

量の範囲内で行う買付け 

（７）（略） 

（８）（略） 

（９）（略） 

（１０）（略） 

（１１）（略） 

（１２）（略） 

 

付 則 

この改正規定は、平成14年８月１日から施行す

る。 

（公開買付期間中における自己買付け）  

第５３条 施行令第１２条第２号及び同第１４条

の３の６第３号に規定する証券取引所の定める

規則において有価証券の流通の円滑化を図るた

め認められている買付けは、本所の市場におけ

る次の各号に掲げる買付けとする。 

（１）～（５）（略） 

（新設）  

 

 

 

 

（６）（略） 

 

（安定操作期間内における自己買付け）  

第５４条 証券会社の行為規制等に関する内閣布

令（昭和４０年大蔵省令第６０号）第４条第６

号イに規定する証券取引所の定める規則におい

て有価証券の流通の円滑化を図るため必要なも

の又は個別の銘柄に対する投資判断に基づかな

いものと認められている買付けは、本所の市場

における次の各号に掲げる買付けとする。 

（１）～（５）（略） 

（新設） 

 

 

（６）（略） 

（７）（略） 

（８）（略） 

（９）（略） 

（１０）（略） 

（１１）（略） 

 

 

  

 


